
 

 

 

 

横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例 

 

 

 

空に向けて照射されるサーチライト、レーザー光線などは光害（ひかりがい）

の１つとされ、見る人によって不安や不快な思いを抱いたり、天体観測の支障

になるなど、生活環境上の１つの課題となっていました。 

 このため、本市では、夜空を市民みんなの共有の財産として将来の世代に引

き継いでいくことを確認し、サーチライト、レーザー等の投光器を特定の対象

物を照射する目的以外の目的で照射（上空への照射等）する行為を禁止する条

例を制定しました。 
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横須賀市サーチライト等の使用規制に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、サーチライト等の使用の規制に関し必要な事項を定めるこ

とにより、その光がもたらす市民の不安や不快感等を解消し、市民共有の財産で

ある夜空の将来にわたる保全を図り、もって市民の平穏でより快適な生活環境を

確保することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この条例において、「サーチライト等」とは、強い光を発し、かつ、広

域的な照射機能を持つサーチライト、レーザー等の投光器をいう。 

 

（サーチライト等の使用規制） 

第３条 何人も、特定の対象物を照射する目的以外の目的で、サーチライト等を使

用してはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

（１）法令の規定に基づいて使用する場合 

（２）災害、事故、その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき 

に使用する場合 

（３）試験又は研究のために一時的に使用する場合 

（４）祭典等の催物において一時的に使用する場合 

（５）前各号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると市長が認める場合 

 

（調査） 

第４条 市長は、サーチライト等の使用者（以下単に「使用者」という。）が前

条の規定に違反していると認めるときは、当該使用者に対し、その使用状況に関

して報告若しくは資料の提出をさせ、又は職員に、当該サーチライト等の設置場

所その他の施設に立ち入り、その使用状況を検査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができる。 

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯 

し、かつ、関係者の請求があった場合においては、これを提示しなければならな

い。 

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

 

 



（勧告及び命令） 

第５条 市長は、使用者が第３条の規定に違反していると認めるときは、当該使

用者に対し、相当の期限を定めて、この規定に適合するために必要な措置をとる

べき旨を勧告することができる。 

２ 市長は、前項の規定による勧告を受けた使用者が、正当な理由なくその勧告

に係る措置をとらなかった場合は、当該使用者に対し、相当の期限を定めて、そ

の勧告に従うよう命ずることができる。 

 

（過料等） 

第６条 前条第２項の規定に基づく市長の命令に違反した者は、５万円以下の過

料を科する。 

２ 市長は、前項の規定により過料を科したときは、その旨を公表することがで

きる。 

 

（その他の事項） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に使用されているサーチライト等については、この条

例の規定は、この条例の施行の日から起算して90日を経過する日までは適用しな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〒238-8550 横須賀市小川町 11番地 

横須賀市 環境部 環境保全課 

電話 046－822－8328  FAX 046－823－0054 

電子メール ea-ep@city.yokosuka.kanagawa.jp 
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